
令和８年５月21日

課　　名　建設産業課

担当者名 井上

電　　話 082-513-3821
（内線3820）

指名除外・下請制限報告書

措 置 要 件 公衆損害及び工事関係者事故

措 置 対 象 者  商号・名称

 代表者氏名

 住所・所在地

 建設業許可番号等

【事実の概要】

【措置理由】　上記のとおり

【指名除外等措置適用条項】

　建設業者等指名除外要綱（昭和41年１月29日制定）別表第８号

【下請制限措置適用条項】

　県発注工事における下請負の制限基準（平成14年４月１日制定）第２項

　　別紙のとおり５者

　令和７年12月１日、東部建設事務所発注の「栗柄広谷線街路工事（R7-2工区）」におい

て、仮設工の既設鋼矢板の切断撤去作業を行っていたところ、鋼矢板背面の土圧に押され

切断作業中の鋼矢板が破断した。その際、切断を担当していた作業員が鋼矢板と既設橋台

躯体の間に挟まれ死亡した。

指名除外期間

資 料 提 供



（別紙）

措置 商号又は名称
建設業
許可番号

住所又は所在地 代表者
指名除外
開始日

指名除外
終了日

期間

１ 指名除外 株式会社武田組
広島県知事
第12号

福山市三吉町５－７－２４ 武田　直樹 令和８年５月21日 令和８年９月20日 ４か月

２ 下請制限 株式会社高槻
広島県知事
第35860号

福山市西深津町４－１－１４ 中島　博 令和８年５月21日 令和８年９月20日 ４か月

３ 下請制限 株式会社高槻組
岡山県知事
第9966号

岡山県倉敷市水島川崎通１－１－８ 門野　いつゑ 令和８年５月21日 令和８年９月20日 ４か月

４ 指名除外 株式会社高森工業
広島県知事
第31714号

福山市駅家町服部永谷８２６－３ 高森　克幸 令和８年５月21日 令和８年９月20日 ４か月

５ 指名除外 株式会社神原組
広島県知事
第30937号

福山市西新涯町２－３－２５ 神原　雅弘 令和８年５月21日 令和８年９月20日 ４か月

指名除外等措置対象建設業者及び期間


